
水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料

給
水
申
込
加
入
金

▼
水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料

９
月
30
日
以
前
か
ら
引
き
続
き

使
用
し
て
い
る
場
合
、
10
月
１
日

か
ら
１
回
目
の
検
針
分
は
、
現
在

の
消
費
税
率
（
８
％
）
が
適
用
さ
れ

ま
す
。

２
回
目
以
降
の
検
針
分
か
ら
改

正
後
の
消
費
税
率
（
10
％
）
が
適
用

さ
れ
ま
す
（
１
か
月
検
針
：
11
月
検
針

分
か
ら
、
２
か
月
検
針
：
12
月
検
針
分

か
ら
10
％
を
適
用
）。

10
月
１
日
以
降
に
使
用
を
開
始

し
た
場
合
は
、
初
回
の
支
払
い
か

ら
、
改
正
後
の
消
費
税
率
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

▼
給
水
申
込
加
入
金

10
月
１
日
の
申
込
分
か
ら
、
改

正
後
の
消
費
税
率
が
適
用
さ
れ
ま

す
。

問
い
合
わ
せ
先　

水
道
料
金
・
下

水
道
使
用
料
に
つ
い
て 

彦

根
市
上
下
水
道
料
金
お
客
様

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
☎
27-

２

８
０
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
27-

２
８

０
３
番　

給
水
申
込
加
入
金
に

つ
い
て 

上
水
道
工
務
課
☎

22-

２
６
４
８
番
、Ｆ
Ａ
Ｘ
24-

４
０
５
４
番

市
立
病
院

自
費
診
療
、
個
室
料
、

選
定
療
養
費
、
診
断
書
料

な
ど
の
自
費
分

自
費
診
療
（
健
康
保
険
を
使
わ
な

い
診
療
な
ど
）、
個
室
料
、
選
定
療

養
費
（
初
診
で
他
院
か
ら
の
紹
介
状
が

な
い
場
合
に
徴
収
）、診
断
書
料
な
ど

自
費
分
は
、
改
正
後
の
消
費
税
率

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

診
断
書
料
は
、
診
断
書
の
お
渡

し
が
10
月
１
日
以
降
分
か
ら
改
正

後
の
消
費
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

※
診
断
書
は
、
依
頼
か
ら
お
渡
し

ま
で
に
１
～
２
週
間
か
か
り
ま

す
（
複
雑
な
診
断
書
で
は
そ
れ
以

上
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

問
い
合
わ
せ
先　

市
立
病
院
医
事

課
☎
22-

６
０
５
０
番
（
代
表
）

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設

使
用
料

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
使
用

料
（
農
村
下
水
道
使
用
料
）
は
、
10

月
の
使
用
分
か
ら
、
改
正
後
の
消

費
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

農
林
水
産
課

☎
30-

６
１
１
８
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

24-

９
６
７
６
番

使用料などの改定
消費税（地方消費税を含む）の税率は、

10 月 1 日㈫から 10％に引き上げられます。

ご
み
処
理
手
数
料

近
年
、
清
掃
セ
ン
タ
ー
の
修
繕

費
用
な
ど
維
持
管
理
費
用
が
上

昇
し
、
清
掃
セ
ン
タ
ー
が
ご
み
な

ど
を
処
分
す
る
た
め
の
費
用
が

増
加
し
て
い
ま
す
。

10
月
１
日
か
ら
の
消
費
税
率

ごみ処理手数料
ごみの種別

10月１日から現行

可燃

粗大

家
庭
系

事
業
系

40kg を超える重量
20kg までごとに

220円

20kg を超える重量
20kg までごとに

280円

40kg まで 100円
40kg を超えた場合
20kg までごとに
400円加算

40kg まで 200円
40kg を超えた場合
20kg までごとに
500円加算

10kg までごとに
300円

10kg までごとに
350円

20kg までごとに
340円

20kg までごとに
440円

20kg までごとに
440円

20kg までごとに
560円

可燃

粗大

証紙

改
定
に
合
わ
せ
て
、
処
理
費
用
を

反
映
し
た
適
正
な
料
金
設
定
・
消

費
税
の
適
正
転
嫁
を
す
る
た
め
、

ご
み
処
理
手
数
料
を
左
表
の
と
お

り
改
定
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

清
掃
セ
ン

タ
ー
☎
22-

２
７
３
４
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
24-

７
７
８
７
番
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ご
長
寿
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

　

今
年
の
敬
老
の
日
は
、
９
月
16

日
（
月
・
祝
）
で
す
。
長
年
に
わ
た

り
社
会
に
尽
く
し
て
こ
ら
れ
た

高
齢
者
の
皆
さ
ん
を
敬
愛
し
、
長

寿
を
祝
う
日
で
す
。

　

こ
の
日
に
ち
な
み
、
市
の
男
女

最
高
齢
者
を
紹
介
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

介
護
福
祉
課

☎
23-

９
６
６
０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

30-

９
２
３
１
番

男
性
最
高
齢
者

尾本　捨
すて

三
ぞう

　さん
大正２年９月８日生（106 歳）

女
性
最
高
齢
者

北川　みな　さん
明治38年11月３日生（113歳）

一
般
競
争
入
札
で

市
有
地
を
売
却

一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
、
ど

な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

※
一
般
競
争
入
札　

あ
ら
か
じ
め

公
表
さ
れ
た
最
低
売
却
価
格
以

上
で
、
最
も
高
い
価
格
を
つ
け

た
個
人
ま
た
は
法
人
に
売
却
す

る
方
法
で
す
。

所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を

書
い
て
、

公
有
財
産
管
理
課
に

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

売
払
物
件
　
左
表
の
と
お
り

受
付
期
間
　
９
月
20
日
㈮
～
10
月

18
日
㈮　

午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分
（
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
）

受
付
場
所
　

公
有
財
産
管
理
課

（
彦
根
駅
西
口
仮
庁
舎
４
階
）　

※

案
内
書
や
申
込
書
は
彦
根
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

入
札
日
時
　

10
月
31
日
㈭　

午
前

10
時

入
札
場
所
　
４
Ｄ
デ
ィ
ー

会
議
室（
彦
根
駅

西
口
仮
庁
舎
４
階
）

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

公
有

財
産
管
理
課
☎
30-

６
１
１
４

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
30-

６
１
４
７
番

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付

休
日
開
庁
日

日
時　

９
月
29
日
㈰　

午
前
９
時

30
分
～
午
後
１
時（
受
付 

午
前
９

時
30
分
～
午
後
０
時
30
分
）

問
い
合
わ
せ
先　

市
民
課
☎

30-

６
１
１
１
番
、Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

市
立
図
書
館

耐
震
補
強
工
事
に
伴
う
休
館

耐
震
補
強
工
事
の
た
め
、
11
月

か
ら
約
３
か
月
間
休
館
す
る
予
定

で
す
。
休
館
の
日
程
な
ど
は
、
広

報
ひ
こ
ね
10
月
１
日
号
や
市
立
図

書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
立
図
書
館
☎

22-

０
６
４
９
番
、Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

０
３
０
０
番

予定価格
( 最低売却価格 )

324.67 ㎡（実測  324.67 ㎡）

売払物件
物件所在地 上西川町字仮屋辻388番2

地目 宅地
面積 

428 万円

調達内容 実績額（円）項目

市庁舎清掃作業 529,200役務
市有地除草・剪定作業 156,027役務

市有地水遣り作業役務
ごみ袋帯付作業 43,200役務

計 6,115,237

ごみ袋帯付作業 25,920

物品

301,320

役務
役務
役務

市有地除草作業
選別作業

物品購入

84,110
4,970,460

5,000

障
害
者
就
労
施
設
な
ど
か
ら
の

調
達
実
績

国
や
地
方
公
共
団
体
は
、
必
要

な
事
項
を
定
め
て
、
障
害
者
就
労

施
設
な
ど
か
ら
優
先
的
に
役
務

や
物
品
の
調
達
を
行
う
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
障
害

者
就
労
施
設
な
ど
が
提
供
す
る

役
務
や
物
品
に
対
す
る
需
要
と
、

働
く
障
害
の
あ
る
人
の
自
立
を

促
進
す
る
た
め
で
す
。

調
達
実
績
（
平
成
30
年
度
）
は
左

表
の
と
お
り

問
い
合
わ
せ
先
　

障
害
福
祉

課
☎
27-

９
９
８
１
番
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
30-

９
２
３
１
番
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